
井戸水等を公共下水道へ排出しているみなさまへ 

 本町の下水道事業にご理解・ご協力いただき、まことにありがとう

ございます。 

 下水道の使用にあたり、水道水だけでなく、井戸水（地下水）、湧

水、雨水利用水等を公共下水道へ排出される場合は、その内容を届出

のうえ、下水道使用料を納めていただく必要があります。 

 この届出がなく、使用料を免れた場合には、過料に処せられる場合

がありますので、ご注意ください。 


